
感染症予防に伴う各種申請等の郵送対応について 

八尾市建築部審查指導課 

感染症予防のため、特例として、当課で所管する各種申請等について、郵送 

での対応を実施しています。 

以下の注意事項をよくお読み頂き、必ず事前に電話での連絡の上、郵送いただ

くようお願いします。 

(1) 郵送の際の注意事項 

・書類の発送時は、電話番号、メールアドレス等の連絡先を記載してください。 

また、書留郵便等配達の記録が残るもので発送して下さい。 

・申請等にあたって必要となる郵送費用はすべて申請者／届出者の負担となり

ます。 

・副本の返却が必要なものや、証明書等を発行する申請等については、返信用封

筒等を申請書等の郵送時に合わせて送付して下さい。 

・上記の返信用封筒等は副本や証明書等が折らずに入るサイズのものとし、か

つ、 書留等配達記録にかかる費用分の切手を貼付けて下さい。 許容サイズ内

であればレターパックも可) 

・上記の返信用封筒等にはあらかじめ宛先の住所 ・会社名 ・担当者名等を記入し

て下さい。また、信書を送ることができるものとして下さい。 

・審査完了後、副本の返却や証明書等の発行がある場合は八尾市から送付しま

す。審査にて書類の不備や訂正が発覚した場合は、補正 ・再提出を求めること

があります。その際は当課係員の指示に従って下さい。 

・郵送による相互の発送信に時間を要する他、職員体制の縮小等も行っておりま

すので、通常時よりも時間を要することをご了承下さい。 

・郵送事故等に関して、八尾市は一切の責任を負いません。 

(2) 手数料が必要となる場合の注意事項 

・手数料が必要な申請書等の場合、八尾市からの納入通知書の送付用に別途返信

用封筒(A4 サイズで切手を貼付けたもの)を同封して下さい。 

・申請書等が八尾市に到着した時点で仮受付 (書類等を確認し受付可能と判断

できた場合)とし、八尾市から「納入通知書兼領収書」を送付します。 

・手数料を納入通知書裏面記載の八尾市収納機関にて、納付いただき 「納入通知

書 ・領収書」のコピーをメール・FAX 等にて審査指導課まで送信して下さい。 

・納付が確認できた時点で、本受付とします。 
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